
  

現   住   所

申込者氏名 ㊞

電 話 番 号

  □  高齢者世帯          □  身体障がい者、精神障がい者又は知的障がい者を含む世帯

特別 普通

38 38 10 20 40 27 27

※太枠内には記載しないでください。

入居申込理由（住宅を必要とする理由を具体的に記入してください。）

備考  記載上の注意事項、当選率を優遇する世帯の要件及び申込みに必要な書類については、裏面をよく読んでください。

入居資格の有無 有   ・   無

種         別

家 賃 月 額

 1  持家    2  公営住宅    3  公社・公団住宅    4  社宅・寮    5  民間借家    6  間借    7  その他（              ）

円

※太枠内には記載しないでください。

 現在の住居の状況

部 屋 数 ・ 間 取 り 居 住 年 数 年

（注）別居の配偶者又は扶養親族がある場合は、続柄を○で囲んでください。

①計                  円 ②控除額計          万円

① － ②                               円

収  入  月  額                               円

TEL

TEL

TEL

TEL

寡夫
寡婦

本人

TEL

所在地・電話番号
同居

別居
扶養

老扶
老配

特定
扶養

障がい

入居しようとする親族（別居の配偶者又は扶養親族がある場合も記入してください。）

フ リ ガ ナ

続柄 生年月日 年齢

勤     務     先
所得年額
（円）

控除額（万円）

氏       名 名    称

  様式第1号その1（第2条関係）

申込者は、次の事項について確認し、該当すれば□にレ印を付けてください。

  □  同居親族がいます。

  □  単身で入居を申し込みます。次の事項に該当します。

    □  60歳以上（又は昭和31年4月1日以前生）  ・□  身体障がい者  ・□  精神障がい者  ・□  知的障がい者

県  営  住  宅  入  居  申  込  書

         申込者本人を含め下表記載の入居しようとする親族全員が自ら居住するため、募集案内の条件を承知の上、関係書類
      を添付して入居を申し込みます。
         入居資格の確認のため、必要に応じて関係部署（警察等の公的機関）に照会することについて同意します。
         なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、又は入居資格が証明できないときは、入居の決定を取り消されても
      異議を申し立てません。

年       月       日

   島根県知事                                                    様

〒

入  居  を  希  望  す  る  団  地

  □  犯罪被害者等（被害状況の申告及びその状況を警察機関に確認することについての同意書が必要）

    ・□  戦傷病者  ・□  その他 （                                                                 ）

  □  申込者及び同居親族は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員では
       ありません。

【優遇の審査】  次の事項に該当する場合は、□にレ印を付けてください。審査の上、当選率を優遇します。

  □  ひとり親世帯          □  生活保護世帯

  □  ＤＶ被害者（裁判所の保護命令書の写し又は島根県女性相談センター所長等の証明が必要）



申込書記載上の注意 

１  申込書は、ペン又はボールペンで記入してください。 

２  申込者は、原則として世帯主とします。  

３  過去１年間の収入を証するものとして、申込先に備付けの「所得等証明願」に市町村長の証明を受け添付してください。 

  なお、１月～５月に申込みをされる方は、前々年分の所得証明書及び前年分の源泉徴収票又は確定申告書の写しを添付してく 

ださい。 

４  入居される方全員について収入を証する書類を添付してください（未成年で未就労の者を除きます）。 

５  就職後１年未満の方又は年の途中で勤務先を変更した方は、前職を離職したことがわかるもの及び就職した日から申込みの 

日までの月収を記載した勤務先の「給与支払証明書」を添付してください。 

６  申込みの日において無職である方は、それを証するものとして退職証明書、雇用保険被保険者離職票の写し等を添付してく 

ださい。 

７  婚約者は、申込先に備付けの「婚約証明書」を添付してください。 

８  申込書には入居しようとする者全員の住民票を添付してください。別居の扶養親族がある場合は、その者の住民票も添付し 

てください。 

９  申込者が障がい者である場合又は同居親族若しくは扶養親族に障がい者がいる場合は、それを証するものとして、障がい者 

手帳の写し等を添付してください。 

当選率を優遇する入居対象者の要件及び証明書類 

世 帯 区 分 要       件 証 明 書 類 

高齢者世帯 次のいずれかに該当する世帯 

ア  夫婦のみの高齢者世帯（夫婦の一方が６０歳以上であること。） 

イ  ６０歳以上の高齢者のみからなる世帯（単身含む。） 

ウ  ６０歳以上の高齢者と１８歳未満の児童からなる世帯 

特になし 

障がい者世帯 次のいずれかを所持する方を含む世帯（単身含む。） 

ア  身体障がい者手帳１級～４級 

イ  精神障がい者保健福祉手帳１級～３級 

ウ  療育手帳Ａ又はＢ 

手帳の写し 

ひとり親世帯 次のいずれにも該当する世帯 

ア  申込者が「配偶者（内縁、婚約者を含む。）のいない者」又は「児童扶養手当受給者」で 

  あること。 

イ  ２０歳未満の子供を扶養していること。 

戸籍謄本若しく

は抄本又は児童

扶養手当証書の

写し 

生活保護世帯 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者（単身含む。） 福祉事務所長の

証明 

ＤＶ被害者 次のいずれかに該当する方 

ア  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「配偶者暴力防止等法」と 

  いう。）第３条第３項第３号及び第４項の規定による一時保護（一時保護委託を含む。）を 

  受けている者 

イ  配偶者からの暴力のため母子生活支援施設に入所している者 

ウ  アの一時保護（一時保護委託を含む。）が終了した日又はイの施設を退所した日から起算 

  して５年を経過していない者 

エ  配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者 

  で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの 

ア～ウに該当す

る場合は、女性相

談センター所長

又は母子生活支

援施設長の証明 

エに該当する場

合は、裁判所の保

護命令書の写し 

犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法第２条第２項に規定する犯罪被害者等で次のいずれかに該当するもの 

ア  犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者 

イ  現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し 

  続けることが困難となった者で次のいずれかに該当するもの 

 （ｱ） 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者 

 （ｲ） 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった方 

 （ｳ） 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者 

被害状況申告書

及び同意書 

     


